
                                          

 

学校職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則案について 

 

 

 

義務教育課  

 

 

 

１ 改正理由 

  平成 29年 10月の人事委員会勧告により、給与制度の総合的見直しに係る経過措 

置が廃止されることに伴う学校職員のへき地手当等に関する規則（昭和 46年長野県 

教育委員会規則第３号）の所要の改正 

 

 

２ 改正内容 

  55歳を超える学校職員に係るへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の特例規定 

（0.5％減額規定）の削除 

  

 

３ 施行日 

  平成 30年４月１日 





 


